
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案
参
照
条
文

○
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
七
日
法
律
第
二
十
四
号
）
（
抄
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
目
次
の
改
正
規
定
（
「
都
市
再
生

特
別
地
区
（
第
三
十
六
条
）
」
を
「
都
市
再
生
特
別
地
区
等
（
第
三
十
六
条
―
第
三
十
六
条
の
五
）
」
に
、
「
都
市
再
生
整
備
計
画
に
係
る
特
別
の
措
置
」
を
「
都
市
再

生
整
備
計
画
等
に
係
る
特
別
の
措
置
」
に
、
「
・
第
四
十
六
条
の
二
」
を
「
―
第
四
十
六
条
の
五
」
に
、
「
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
の
業
務
の
特
例
」
を
「
道
路

「
第
六
節

都
市
利
便
増
進
協
定
（
第
七
十
二
条
の

の
占
用
の
許
可
基
準
の
特
例
」
に
、
「
第
六
節

都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
（
第
七
十
三
条
―
第
七
十
八
条
）
」
を

第
七
節

都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
（
第
七
十
三

三
―
第
七
十
二
条
の
九
）

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
四
十
五
条
の
四
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
十
五
条
の
十
二
の
改
正
規
定
、
第

条
―
第
七
十
八
条
）

」

四
章
第
三
節
第
一
款
の
款
名
の
改
正
規
定
、
第
三
十
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
見
出
し
及
び
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
三
十
七
条
第

一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
、
第
五
章
の
章
名
の
改
正
規
定
、
第
四
十
六
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
五
項
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
章
第
一
節
に
三
条
を
加
え
る
改

正
規
定
、
第
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
五
十
八
条
第
四
項
の
改
正
規
定
、
第
五
章
第
三
節
第
四
款
の
改
正
規
定
、
第
七
十
二
条
の
二
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
項
中
「
前

章
第
四
節
」
を
「
前
章
第
五
節
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
七
十
三
条
第
一
項
、
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
七
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
五
章
中
第
六
節
を
第

七
節
と
し
、
第
五
節
の
次
に
一
節
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で
を
削
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
六
条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


